
○第８条関係 新旧対照表

役員のうち、役員となった日以
前に東京都の職員（職員の退職手
当に関する条例（昭和31 年東京
都条例第65 号）の適用を受ける
者、東京都公営企業の管理者の給
料等に関する条例（昭和45 年東
京都条例第73 号）の適用を受け
る者及び東京都公営企業職員の給
与の種類及び基準に関する条例
（昭和28年東京都条例第19 号）
の適用を受ける者をいう。）とし
て在職し、同条例の規定により退
職手当の支給を受けている者は、
この規程による退職手当は、支給
しない。

役員のうち、役員となった日以
前に東京都の職員（職員の退職手
当に関する条例（昭和31 年東京
都条例第65 号）の適用を受ける
者、東京都公営企業の管理者の給
料等に関する条例（昭和45 年東
京都条例第73 号）の適用を受け
る者及び東京都公営企業職員の給
与の種類及び基準に関する条例
（昭和28年東京都条例第19 号）
の適用を受ける者をいう。）とし
て在職し、同条例の規定により退
職手当の支給を受けている者は、
東京都の職員として在籍した期間
についてはこの規程による退職手
当は、支給しない。

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 役員退職手当規程の改正について

新 旧

○第２条～第７条関係

別添新旧対照表のとおり

第８条 第７条

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターから、下記理由により、役員退職手当規程を改正した旨、届出があった。

○役員のうち、役員となった日以前に東京都の職員として在職し、既に退職手当の支給を受けている者に対し、法人が退職手当を支給するような文言に見えるため、
修正を行った。（第８条関係）

○その他、退職手当の支給に必要な規定整備及び文言修正を行った。（第２条～第７条関係）

１ 役員退職手当規程改正理由

２ 改正内容（平成２２年４月１日適用）

◆地方独立行政法人法（平成15年7月16日 法律第118号）抜粋

(役員の報酬等)
第４８条 特定地方独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当(以下こ
の条、次条及び第５６条第一項において「報酬等」という。)は、その役員の
業績が考慮されるものでなければならない。
２ 特定地方独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定
め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これ
を変更したときも、同様とする。
３ 前項の報酬等の支給の基準は、国及び地方公共団体の職員の給与、他の
特定地方独立行政法人及び民間事業の役員の報酬等、当該特定地方独立
行政法人の業務の実績及び認可中期計画の第２６条第２項第３号の人件費
の見積りその他の事情を考慮して定めなければならない。

(評価委員会の意見の申出)
第４９条 設立団体の長は、前条第２項の規定による届出があったときは、そ
の届出に係る報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。
２ 評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報
酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについ
て、設立団体の長に対し、意見を申し出ることができる。

(準用)
第５６条 第４８条及び第４９条の規定は、一般地方独立行政法人の役員の報
酬等について準用する。この場合において、第４８条第３項中「実績及び認可
中期計画の第２６条第２項第３号の人件費の見積り」とあるのは、「実績」と読
み替えるものとする。
２ 第５０条第１項の規定は、一般地方独立行政法人の役員及び職員について
準用する。

３ 関係法令抜粋（参考）
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改 正 案 現 行

制定 平成 21 年４月１日 平成 21 年法人規程第４号

改正 平成 22 年 3 月 30 日平成 22 年法人規程第 41 号

（目的）

第１条 略

（退職手当の支給）

第２条 退職手当は、役員が退職し、又は解任された場合に、その者（死

亡による退職の場合には、その遺族）に支給する。ただし、地方独立行

政法人法（平成 15 年法律第 118 号）第 17 条第２項（同項第一号を除

く。）及び第３項の規定に該当し解任された場合には退職手当は支給し

ない。

２ 退職手当は、役員が退職し、又は解任された日から起算して１月以内

に支払う。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受

けるべき者を確認することができない場合、その他次の各号に掲げる特

別の事情がある場合は、この限りでない。

(１) 死亡等による予期し得ない退職で、事前に退職手当の支給手続を

行うことができなかったため、退職手当の支給手続に相当な時間を要す

る場合

(２) 債権差押命令等に伴う権利関係の確認又は手続に相当な時間を要

する場合

(３) その他退職手当の支給に必要な書類が整わない等、支給手続を進

めることに支障がある場合

（遺族の範囲及び順位）

制定 平成 21 年４月１日 平成 21 年法人規程第４号

（目的）

第１条 略

（退職手当の支給）

第２条 退職手当は、役員が退職し、又は解任された場合に、その者（死

亡による退職の場合には、その遺族）に支給する。ただし、地方独立行

政法人法（平成 15 年法律第 118 号）第 17 条第２項（同項第一号を除

く。）及び第３項の規定に該当し解任された場合には退職手当は支給し

ない。

２ 退職手当は、役員が退職し、又は解任された日から起算して１月以内

に支払う。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受け

るべき者を確認することができない場合、その他特別の事情がある場合

は、この限りでない。
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第３条 前条第１項に定める遺族の範囲及び順位等については、地方独立

行政法人東京都健康長寿医療センター退職手当規程（平成 21 年法人規

程第 16 号。以下「退職手当規程」という。）第４条及び第５条の規定を

準用する。

（退職手当の支給額）

第４条 退職し、又は解任された者に対して支給する退職手当の額は、当

該職への就任後、退職又は解任の日までに支給された年俸の総額を次条

に定める役員として引き続いた在職期間（当該期間に１月未満の端日数

がある場合には、これをきりすてる。）の月数で除した額に、その者の

在職期間１年につき１００分の１００の割合を乗じて得た額の合計額

とする。ただし、異なる役職の役員に引き続いて在職した場合は、異な

る役職ごとの在職期間（以下「役職別期間」という。）の年俸の総額を

役職別期間の月数で除した額に、役職別期間１年につき１００分の１０

０の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。

２ 前項の規定により計算した金額が、その者の退職手当算定基礎額に１

０を乗じて得た額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該退職

手当算定基礎額に１０を乗じて得た額をもってその者に対して支給す

る退職手当の額とする。

３ 前２項の規定による退職手当の額は、その者の業務実績に応じこれを

増額し、又は減額した額とすることができる。

（勤続期間の計算）

第５条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、役員として引き

続いた在職期間による。

２ 前項の規定による在職期間の計算は、役員となった日の属する月から

（退職手当の支給額）

第３条 退職し、又は解任された者に対して支給する退職手当の額は、当

該職への就任後、退職又は解任の日までに支給された年俸の総額を第４

条に定める役員として引き続いた勤続期間の月数で除した額に、その者

の勤続期間年数を乗じて得た額の合計額とする。

２ 前項の規定による退職手当の額は、その者の業務実績に応じこれを増

額し、又は減額した額とすることができる。

（勤続期間の計算）

第４条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、役員として引き

続いた勤続期間による。

２ 前項の規定による勤続期間の計算は、役員となった日の属する月から
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退職し、又は解任された日の属する月までの月数による。

３ 役職別期間がある場合において、役職別期間が同一の月で重複してい

る場合は、端数の少ない在職期間から１月を減じるものとし、端数が同

じ場合は後の在職期間から１月を減じるものとする。

４ 役員が退職した場合において、その者が退職の日、又はその翌日に再

び役員となったときは、前２項の規定による在職期間の計算について

は、引き続いて在職したものとみなす。

５ 前４項の規定により計算した在職期間に１年未満の端月数がある場

合には、６月以上の端月数はこれを１年とし、６月未満の端月数はこれ

を切り捨てる。

（退職手当の支給制限等）

第６条 懲戒解雇処分等を受けた役員に対する退職手当の支給制限及び

支給の差止め等については、退職手当規程第１６条、第１８条及び第１

９条の規定を準用する。

（退職手当の返納等）

第７条 退職手当の返納等の取扱については、退職手当規程第２０条、第

２０条の２及び第２０条の３の規定を準用する。

（退職手当の特例）

第８条 役員のうち、役員となった日以前に東京都の職員（職員の退職手

当に関する条例（昭和 31 年東京都条例第 65 号）の適用を受ける者、

東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例（昭和 45 年東京都条例

第 73 号）の適用を受ける者及び東京都公営企業職員の給与の種類及び

退職し、又は解任された日の属する月までの月数による。

３ 前２項の規定により計算した勤続期間に１年未満の端月数がある場

合には、６月以上の端月数はこれを１年とし、６月未満の端月数はこれ

を切り捨てる。

（退職手当の支給制限）

第５条 懲戒解雇処分等を受けた役員に対する退職手当の支給制限につ

いては、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター退職手当規程

（平成 21 年法人規程第 16 号。以下「職員退職手当規程」という。）第

１６条の規定を準用する。

（退職手当の返納）

第６条 退職手当の返納の取扱については、退職手当規程第２０条の規定

を準用する。

（退職手当の特例）

第７条 役員のうち、役員となった日以前に東京都の職員（職員の退職手

当に関する条例（昭和 31 年東京都条例第 65 号）の適用を受ける者、

東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例（昭和 45 年東京都条例

第 73 号）の適用を受ける者及び東京都公営企業職員の給与の種類及び
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基準に関する条例（昭和 28 年東京都条例第 19 号）の適用を受ける者

をいう。）として在職し、同条例の規定により退職手当の支給を受けて

いる者は、この規程による退職手当は、支給しない。

（口座振替による支払）

第９条 退職手当は、その全額を通貨で支払うものとする。ただし、受給

者から申出のある場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

（施行に関し必要な事項）

第１０条 この規程の実施に関し必要な事項については、職員の例に準じ

る。

附 則（平成 21 年４月１日法人規程第４号）

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成 22 年 3 月 30 日法人規程第 42 号）

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

基準に関する条例（昭和 28 年東京都条例第 19 号）の適用を受ける者

をいう。）として在職し、同条例の規定により退職手当の支給を受けて

いる者は、東京都の職員として在籍した期間についてはこの規程による

退職手当は、支給しない。

（口座振替による支払）

第８条 退職手当は、その全額を通貨で支払うものとする。ただし、受給

者から申出のある場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

（施行に関し必要な事項）

第９条 この規程の実施に関し必要な事項については、職員の例に準じ

る。

附 則（平成 21 年４月１日法人規程第４号）

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。


